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高
齢
者
の
か
た
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
そ
の
人
ら
し
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送
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た
め
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、
介
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要
な
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態
に
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ら
な
い
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う
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防
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策
や
、

そ
の
か
た
の
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態
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護
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祉
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け
ら
れ
る
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う
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、
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師
・
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士
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ア
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ネ

ー
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ャ
ー
（
介
護
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援
専
門
員
）
が
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ー
ム
プ
レ
イ
で
さ
ま
ざ
ま
な

面
か
ら
総
合
的
な
支
援
を
行
い
ま
す
。 
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地域包括支援地域包括支援センター所在地所在地 地域包括支援センター所在地 
現在市内に１１カ所設置され、それぞれの地域を 
担当しています。 

さまざまな相談に対応する「総合相談」 

◆近所に住む一人暮らしの高齢者が最近

　閉じこもりぎみで心配 

◆越してきたばかりで友人がいないので、

　地域のかたと交流できる場があったら

　教えてほしい 

◆心配事や悩み事など、どこに相談した

　らよいのかわからない 
 
 
 
これまでは相談の種類によって相談先が
分かれていたり分かりづらかったため、
新しい取り組みとして地域包括支援セン
ターが窓口となり、適切な機関などの紹
介や支援を行います。 
 

◆介護予防サービスを利用したい 

◆体調が悪く介護の申請を考えている 

◆今の健康を維持したい　　　　　　　　　 

 

 

 

介護が必要な状態になら
ないことなどを目標とし
て、サービスの利用を一
緒に考え提案します。 
 
 

 

 

 

 

◆財産管理に自信がなくなった 

◆虐待にあっている人がいる 

◆介護疲れで、つい強い口調でしかってしまう 

 
 
 

関係機関との協力で、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・
防止など、高齢者の人権や財産が守られるよう支援します。 
 

名称 

中央地域包括 
支援センター　 

横曽根地域包括 
支援センター　 

青木地域包括 
支援センター 

上青木地域包括 
支援センター 

南平地域包括 
支援センター　 

新郷地域包括 
支援センター　 

神根地域包括 
支援センター 

芝地域包括 
支援センター 

芝伊刈地域包括 
支援センター 

安行地域包括 
支援センター 

戸塚地域包括 
支援センター 

幸町１－５－１７ ２５８－１７５０ 

西川口６－７－４ ２５０－４３１１ 

青木３－３－１ ２５２－１３１４ 

上青木４－１２－４ ２６４－５５８８ 

末広２－１５－１９ ２２５－５８８８ 

赤井１０５５ ２８６－７６３１ 

道合１４２１　 ２９７－２７７７ 

芝中田２－３１－８ ２６７－２３４０ 

伊刈２０ ２６４－７０４０ 

安行藤八５０１ ２９０－２３００ 

東川口１－５－４０ ２９１－００３７ 

住所 電話 
要支援1・2

一定期間ごとに効果を評価しプランを見直す 

予防給付の 
介護予防サービスを利用 

地域支援事業の 
介護予防教室を利用 

アセスメント 
↓ 

サービス調整 
↓ 

ケアプランの作成 

非該当（自立） 
機能低下の見られるかた 

 

いつまでも自立して生活できるよう支援する 
「介護予防ケアマネジメント」 


